
 

  

サービス計画における事業所の集中割合 

 

サービス事業所が、ある期間(通常は３月～８月、９月～翌年２月)に作成した給付管理票に

載っている場合、そのサービス事業所ごとの載っている回数を表したもの。 

 
       

①  計画数･･そのサービス事業所が載っ

ている給付管理票の枚数  

② 割合 (％ )･･①をそのサービ

スが載っている給付管理票

の枚数で割ったもの  

※サービスごとの合計数は、それぞれのサービス計画の数であり、上の

件数を足したものではありません。  
例えば、山田太郎さんが訪問介護事業所Ａと訪問介護事業所Ｂの２つの

事業所を利用した場合、計画数の合計は１となります。  
 


